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申告受付会場（穂高）の変更
松本空港周辺でのドローンやラジコン機等の使用は原則禁止です

入浴料金割引券交付事業の見直し

司法書士による相続登記無料相談

　広報あづみの１月６日号（No.326）でお知らせした、市の申告受付会場（穂高）が変更となりました。
【変更前】穂高支所１階第１会議室　【変更後】穂高支所別棟２階大会議室

松本空港周辺では、航空機が安全に離着陸するため、航空法により無人航空機（ドローン・
ラジコン機等）などによる一定の高さを超える使用は原則禁止されています。違反した場合は
航空法に基づき処罰される場合があります。また、松本平広域公園（信州スカイパーク）では、
ドローン・ラジコン機・凧揚げなどは禁止されています。

航空機の安全な運航のため、禁止されている場所でのドローン等の使用は行わないようお願いします。なお、
上記の禁止行為を見かけた場合は松本空港管理事務所までご連絡をお願いします。

松本空港周辺の飛行が禁止されている空域でドローンなどを業務等でやむを得ず使用される場合は、国土
交通大臣の許可が必要となります。「無人航空機ヘルプデスク（℡ 03・6636・9613）」まで問い合わせください。
問松本空港管理事務所　458・2517　657・1553

下表のとおり、令和３年度から「入浴料金割引券
交付事業」の内容を一部見直します。

高齢化率の上昇や福祉需要の多様化等により福祉
関連事業費が年々増加しています。生活に必要な事
業の継続と効率的な実施のため、現状や市民の皆さ
んからのご意見を参考に事業の見直しを行いますの
でご理解をお願いします。
　交付対象者には３月末に申請書を送付します。
問長寿社会課長寿福祉係　471・2254　671・2328
　福祉課障がい福祉担当　471・2251　671・2328
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会　場 日　程
市役所本庁舎 １階 17 番窓口 ２月 16 日（火）～３月 15 日（月）

穂高支所 別棟２階大会議室 ３月 1 日（月）～３月 15 日（月）
三郷公民館 ２階講義室 ２月 12 日（金）～２月 19 日（金）
堀金支所 ３階会議室１ ２月 8 日（月）～２月 12 日（金）
明科支所 ２階会議室３ ２月 22 日（月）～２月 26 日（金）

現行 令和 3 年 4 月～

対象者
【変更なし】

各年度 4 月 1 日に市内に住所を有し、以下
の条件に該当する者
・70 歳以上のもの
・69 歳以下で、身体障害者手帳 1 級から 3

級までを所持しているもの
・69 歳以下で、基準日以降で有効な療育手

帳または精神障害者保健福祉手帳を所持
しているもの

割引金額 300 円 200 円
交付枚数 24 枚 12 枚

同伴者 不可（本人のみ）
6 枚は本人または同
伴者 1 人を選択して
利用可
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確 定 申 告 混雑緩和・感染予防にご協力ください

自宅等からの申告にご協力ください
　e-Tax・スマホ申告、郵送での申告にご協力ください。

≪所得税の確定申告≫
国税庁Ｈ

ホームページ
Ｐ「確定申告作成コーナー」で作成できます。

e-Tax で確定申告書を提出する場合、一部書類の提出が不要に
なる上、書面提出より還付金を早く受け取ることができます。
▷マイナンバーカードと IC カードリーダライタまたは対応ス

マホを使って e-Tax で申告。
▷税務署で利用者識別番号（ID）と暗証番号（パスワード）

を取得して e-Tax で申告。
▷作成した確定申告書を郵送または投函箱に投函。

≪市県民税の申告≫
市県民税申告書は、申告会場・税務課（１階�番窓口）・各

支所地域課または市ＨＰから入手できます。作成した市県民
税申告書は、郵送または投函箱に投函してください。
≪投函箱設置場所≫申告会場・税務課・各支所地域課
問税務課市民税担当 471・3111　672・2065

【松本税務署からのお知らせ】
早めの来場をお願いします

２月 16 日（火）以降の確定申告会場は、大変混
雑します。公的年金を受給されている皆さんには、
１月 18 日（月）から松本税務署内に還付申告会場
を設けていますので、混雑緩和のため、早めの来場
をお願いします。

申告会場への入場には
整理券が必要です

混雑緩和のため、整理券を配布します。整理券の
配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることが
あります。ご協力をお願いします。
≪配布方法≫
①会場で当日配布します。
②ＬＩＮＥから事前発行も可能です。
　※右記２次元コード（国税庁公式アカウント）から

問松本税務署　432・2790 

≪受付時間≫平日のみ開催

【午前の部】午前８時 30 分～ 11 時
【午後の部】午後１時～４時
※いずれの会場でも申告受付できます。
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【見直しの概要】

長野県司法書士会では、さまざまな相続登記に関
する相談を無料でお受けします。
日２月１日（月）～26日（金）午前９時～午後４時
　※土日祝日を除く
場県内の各司法書士事務所（長野県司法書士会の

Ｈ
ホームページ

Ｐに掲載）
申近くの司法書士事務所へ直接、事前に連絡。
問長野県司法書士会 4026・232・7492

●市の申告受付日程・会場（変更後）

※正式決定は市議会３月定例議会終了後となります。

※特に記載のない場合、申込時間は開庁日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。
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